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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第55期中 第56期中 第57期中 第55期 第56期

会計期間

自　平成26年
　　４月１日
至　平成26年
　　９月30日

自　平成27年
　　４月１日
至　平成27年
　　９月30日

自　平成28年
　　４月１日
至　平成28年
　　９月30日

自　平成26年
　　４月１日
至　平成27年
　　３月31日

自　平成27年
　　４月１日
至　平成28年
　　３月31日

営業収益 (千円) 233,369 256,582 248,806 459,251 506,061

経常利益 (千円) 20,831 25,255 3,425 21,800 36,793

中間(当期)純利益 (千円) 29,840 29,724 1,031 64,435 54,645

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000

発行済株式総数 (株) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

純資産額 (千円) 2,168,622 2,232,942 2,258,894 2,203,217 2,257,862

総資産額 (千円) 2,641,900 2,701,169 2,690,038 2,744,143 2,719,152

１株当たり純資産額 (円) 1,549,016.02 1,594,958.77 1,613,495.75 1,573,726.95 1,612,759.11

１株当たり中間(当期)
純利益金額

(円) 21,314.48 21,231.82 736.64 46,025.41 39,032.15

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 82.1 82.6 83.9 80.2 83.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 27,904 50,808 126 51,101 97,077

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △29,325 △71,547 △31,602 △29,143 △92,687

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,774 △5,490 △4,268 △1,001 △7,985

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 250,791 248,714 235,604 274,943 271,348

従業員数
〔外、平均臨時雇用者
数〕

(人)
44 47 44 44 45

〔9〕 〔9〕 〔10〕 〔9〕 〔10〕
 

(注) １　当社は子会社を有していないため、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間に係る

主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社に対する投資がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

    平成28年９月30日現在

従業員数(名)   44(10)
 

　　(注) １　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。

　　２　臨時従業員には、パートタイマー契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

 

(2) 労働組合の状況

当社には労働組合は結成されておらず労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間における我が国経済は、企業業績や雇用環境に改善がみられたものの、中国を始めとする新興国

による景気の下振れや円高基調、英国のＥＵ離脱問題など世界経済の見通しの不安により、先行き不透明な状況が

続きました。

宮城県内のゴルフ場業界は、天候に左右されたものの、プレー需要の高まりから入場者数(4月～9月)は、前年同

期比で僅かながら増加となりました。一方、プレイヤーの高齢化によるプレー回数の減少や、個人消費の低迷など

からゴルフ場間による低料金競争が続き、経営環境は依然として厳しい状況にあります。

このような環境の中、当社は営業職員による外訪の強化、各種イベントの開催、コース全景を空撮したプロモー

ション用ＤＶＤの提供や新型乗用カートナビをＰＲし、集客活動を行いました。また、施設関連におきましては、

クラブハウス内の空調設備の更新やＬＥＤ照明器具の交換工事を行い、施設の充実に努めました。

8月に数多くの台風が発生し東北地方へ上陸した影響もあり、当中間会計期間の入場者数は、前年同期比492人減

少の21,073人となりました。

この結果、当中間会計期間の営業収益は248,806千円(前年同期は256,582千円)、営業利益は2,461千円(前年同期

は24,496千円)、経常利益は3,425千円(前年同期は25,255千円)、中間純利益は1,031千円(前年同期は29,724千円)

となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得等により前期末残

高比で35,744千円減少(前年同期は26,229千円の減少)し、当中間期末では235,604千円となりました。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、126千円(前年同期は50,808千円)の収入となり

ました。これは主に営業収入249,108千円、原材料及び商品の仕入れによる支出21,586千円、人件費の支出112,872

千円、その他の営業支出109,027千円によるものです。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、31,602千円(前年同期は71,547千円)の支出とな

りました。これは主として有形固定資産取得による支出61,393千円と有価証券の償還による収入30,005千円による

ものです。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、家族会員退会による支出860千円とリース債務

の返済による支出3,408千円で合計4,268千円の支出(前年同期は5,490千円の支出)となりました。

 

EDINET提出書類

株式会社　仙台カントリークラブ(E04639)

半期報告書

 4/30



 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

当中間会計期間における営業状況は、以下のとおりであります。

 

営業実績

月別入場者数及び営業収入額実績表

 

 
(自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日)

(自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日)

月
入場者数
(人)

営業日数
(日)

収入額
(千円)

入場者数
(人)

営業日数
(日)

収入額
(千円)

４ 3,519 30 50,592 3,242 30 48,510

５ 3,964 31 51,115 3,755 31 46,285

６ 3,695 30 42,419 3,671 30 42,628

７ 3,842 31 42,483 3,862 31 42,155

８ 3,320 31 34,049 3,045 29 30,171

９ 3,225 28 35,922 3,498 29 39,054

計 21,565 181 256,582 21,073 180 248,806
 

(注)　上記の収入額には、消費税等は含まれておりません。

 

３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。

 

４ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」につ

いて重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態の分析

(資産の部)

資産の部合計は、2,690,038千円(前事業年度末比29,113千円減)となりました。

流動資産の減少(前事業年度末比61,035千円減)は、有価証券の償還による30,005千円と現金及び預金の減少(前

事業年度末比35,744千円減)が主な要因であり、固定資産の増加(前事業年度末比31,921千円増)は、主として建物

(クラブハウス内空調設備の更新)48,000千円、その他(練習場屋根工事一時金)4,080千円の増加と減価償却費

25,174千円によるものであります。

 

(負債の部)

負債の部合計は、431,144千円(前事業年度末比30,145千円減)となりました。これは主として流動負債その他の

減少16,890千円と未払金の減少5,016千円によるものであります。

 

(純資産の部)

純資産の部合計は、2,258,894千円(前事業年度末比1,031千円増)となりました。

これは中間純利益によるものであります。

 

(2) 経営成績の分析

当中間会計期間の営業収益は248,806千円で前中間会計期間(256,582千円)と比較して、7,776千円減少いたしま

した。これは入場者数が492人減少(営業減収5,853千円)によるものと、１人当りの収入単価が91円減少(営業減収

1,922千円)によるものであります。

営業費用は246,345千円で前中間会計期間(232,086千円)と比較して、14,258千円増加いたしました。これは主と

して修繕費及び仕入原価の増加によるものであります。

この結果、営業利益は2,461千円(前年同期比22,035千円の減少)、経常利益は3,425千円(前年同期比21,829千円

の減少)、中間純利益は1,031千円(前年同期比28,693千円の減少)となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの分析

第２「事業の状況」１「業績等の概要」(2)キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、取得した設備は、次の２「設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであります。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備計画の完了

　　　　前事業年度末に計画していた設備計画は、当中間会計期間に完了となり、次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)

完了年月
完成後の
増加能力

建物 修繕費

仙台カントリークラブ
(宮城県名取市)

 
クラブハウス内照明　　

設備交換工事
 

― 11,500 平成28年６月 ―

仙台カントリークラブ
(宮城県名取市)

 
クラブハウス内空調設備

更新一式
 

48,000 ― 平成28年６月 ―

 

     (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 
(2)重要な設備の新設

　　　　当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

設備の内容
投資予定額(千円) 資金調達

方法
着手年月

完了予定
年月

完成後の
増加能力総額 既支払額

仙台カントリークラブ
(宮城県名取市)

 
練習場屋根　
新設工事

 

12,600 4,080 自己資金 平成28年11月 平成28年11月 ―

 

　(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　２　上記の設備投資計画は、平成28年11月に完了しております。

 

(3)重要な設備の除却

　　　　当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,000

計 2,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)

(平成28年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,400 1,400 非上場　非登録
単元株制度を採用しておりま
せん。

計 1,400 1,400 ― ―
 

　(注) 発行済株式は、全て議決権を有しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年９月30日 ― 1,400 ― 770,000 ― 500,000
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(6) 【大株主の状況】

平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社大林組 東京都港区港南二丁目15番２号 87 6.21

株式会社ユアテック 仙台市宮城野区榴岡四丁目１番１号 8 0.57

株式会社東芝 東京都港区芝浦一丁目１番１号 6 0.42

株式会社仙台タクシー 仙台市若林区卸町東五丁目２番38号 6 0.42

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 5 0.35

日本通運株式会社 東京都港区東新橋一丁目９番３号 5 0.35

株式会社みちのくゴルフ 仙台市青葉区一番町一丁目４番１号 4 0.28

株式会社河北新報社 仙台市青葉区五橋一丁目２番28号 4 0.28

東北放送株式会社 仙台市太白区八木山香澄町26番１号 4 0.28

学校法人菅原学園 仙台市青葉区本町二丁目11番10号 4 0.28

計 ― 133 9.50
 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　1,400 1,400 ―

発行済株式総数 1,400 ― ―

総株主の議決権 ― 1,400 ―
 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【株価の推移】

当社株式は非上場、非登録でありますので、該当事項はありません。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に

基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30

日まで)の中間財務諸表について、監査法人エムエムピージー・エーマックの中間監査を受けております。

 

３　中間連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当中間会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 341,348 305,604

  売掛金 24,401 25,795

  有価証券 30,005 ―

  たな卸資産 10,176 10,731

  その他 13,542 16,344

  貸倒引当金 △2,855 △2,891

  流動資産合計 416,618 355,583

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 186,413 229,259

   構築物（純額） 141,593 137,091

   コース勘定 1,099,095 1,099,095

   土地 587,503 587,503

   立木 167,353 167,353

   その他（純額） 112,399 105,842

   有形固定資産合計 ※1  2,294,358 ※1  2,326,145

  無形固定資産 910 833

  投資その他の資産 7,264 7,476

  固定資産合計 2,302,533 2,334,455

 資産合計 2,719,152 2,690,038

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 3,750 3,922

  未払金 12,299 7,282

  リース債務 6,816 6,816

  未払法人税等 9,252 5,594

  賞与引当金 9,800 9,600

  その他 31,464 ※2  14,573

  流動負債合計 73,383 47,790

 固定負債   

  繰延税金負債 344,822 344,533

  リース債務 19,882 16,474

  退職給付引当金 7,080 7,086

  その他 16,120 15,260

  固定負債合計 387,906 383,354

 負債合計 461,289 431,144
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当中間会計期間

(平成28年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 770,000 770,000

  資本剰余金   

   資本準備金 500,000 500,000

   資本剰余金合計 500,000 500,000

  利益剰余金   

   利益準備金 200 200

   その他利益剰余金   

    買換資産圧縮積立金 788,084 787,416

    別途積立金 150,000 150,000

    繰越利益剰余金 49,578 51,277

   利益剰余金合計 987,862 988,894

  株主資本合計 2,257,862 2,258,894

 純資産合計 2,257,862 2,258,894

負債純資産合計 2,719,152 2,690,038
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② 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業収益 256,582 248,806

営業費用 232,086 246,345

営業利益 24,496 2,461

営業外収益 759 973

営業外費用 ― 8

経常利益 25,255 3,425

特別利益 ※1  7,000 ―

税引前中間純利益 32,255 3,425

法人税、住民税及び事業税 5,109 2,557

法人税等調整額 △2,578 △162

法人税等合計 2,530 2,394

中間純利益 29,724 1,031
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

 前中間会計期間(自 平成27年４月１日　至 平成27年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 770,000 500,000 500,000

当中間期変動額    

中間純利益    

買換資産圧縮積立金

の取崩
   

当中間期変動額合計    

当中間期末残高 770,000 500,000 500,000
 

 

 

株主資本

純資産合計

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計買換資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 200 770,768 150,000 12,249 933,217 2,203,217 2,203,217

当中間期変動額        

中間純利益    29,724 29,724 29,724 29,724

買換資産圧縮積立金

の取崩
 △646  646 ―   

当中間期変動額合計  △646  30,371 29,724 29,724 29,724

当中間期末残高 200 770,122 150,000 42,620 962,942 2,232,942 2,232,942
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 当中間会計期間(自 平成28年４月１日　至 平成28年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 770,000 500,000 500,000

当中間期変動額    

中間純利益    

買換資産圧縮積立金

の取崩
   

当中間期変動額合計    

当中間期末残高 770,000 500,000 500,000
 

 

 

株主資本

純資産合計

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計買換資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 200 788,084 150,000 49,578 987,862 2,257,862 2,257,862

当中間期変動額        

中間純利益    1,031 1,031 1,031 1,031

買換資産圧縮積立金

の取崩
 △667  667 ―   

当中間期変動額合計  △667  1,699 1,031 1,031 1,031

当中間期末残高 200 787,416 150,000 51,277 988,894 2,258,894 2,258,894
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 営業収入 256,395 249,108

 原材料又は商品の仕入れによる支出 △18,263 △21,586

 人件費の支出 △113,112 △112,872

 その他の営業支出 △72,519 △109,027

 小計 52,499 5,621

 利息の受取額 54 28

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,745 △5,522

 営業活動によるキャッシュ・フロー 50,808 126

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △77,801 △61,393

 有形固定資産の売却による収入 7,000 ―

 無形固定資産の取得による支出 △746 ―

 投資その他の資産の増減額（△は増加） 0 △214

 定期預金の払戻による収入 70,000 70,000

 定期預金の預入による支出 △70,000 △70,000

 有価証券の償還による収入 ― 30,005

 投資活動によるキャッシュ・フロー △71,547 △31,602

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △3,976 △3,408

 その他の支出 △1,513 △860

 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,490 △4,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,229 △35,744

現金及び現金同等物の期首残高 274,943 271,348

現金及び現金同等物の中間期末残高 248,714 235,604
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１  資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

商品、原材料及び貯蔵品

　最終仕入原価法

(2) 有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法(定額法)

 
２  固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物 ６～41年

機械装置及び車両運搬具 ２～17年

工具、器具及び備品 ２～６年
 

　(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

　(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 
３  引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。

 
４  中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金からなっ

ております。

 

５  その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日)　を当中間

会　計期間から適用しております。

 

EDINET提出書類

株式会社　仙台カントリークラブ(E04639)

半期報告書

18/30



 

(中間貸借対照表関係)

※１  有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当中間会計期間

(平成28年９月30日)

 388,357千円 413,454千円
 

 

※２  消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債のその他に含めて表示しております。

 

(中間損益計算書関係)

※１　特別利益の主要項目は、次のとおりであります。

　

 
前中間会計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

有形固定資産売却益(車両運搬具) 7,000千円 ―千円
 

         　

 
 ２ 減価償却実施額

 

 
前中間会計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

有形固定資産 27,902千円  25,097千円

無形固定資産 146千円  77千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 1,400 ― ― 1,400
 

 

２　自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

 

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

 

４　配当に関する事項

　　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 1,400 ― ― 1,400
 

 

２　自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

 

３　新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

 

４　配当に関する事項

　　該当事項はありません。
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前中間会計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金勘定 318,714千円 305,604千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△70,000千円  △70,000千円

現金及び現金同等物 248,714千円  235,604千円
 

 

(リース取引関係)

　　(借主側)

　　ファイナンス・リース取引

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　(1)リース資産の内容

　　　 　有形固定資産

ゴルフカートに付属する搭載用無線機／ＧＰＳ(車両運搬具)及びカート管理用コンピュータ(工具、器具

及び備品)であります。

　　　(2)リース資産の減価償却の方法

　　　 　重要な会計方針「２ 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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(金融商品関係)

   金融商品の時価等に関する事項

　中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時

価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。

 

前事業年度（平成28年３月31日）

          (単位:千円)

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 341,348 341,348 ―

(2)売掛金 24,401 24,401 ―

(3)有価証券 30,005 30,021 15

(4)流動資産 その他(未収入金) 6,314 6,314 ―

資産計 402,070 402,085 15

(1)買掛金 3,750 3,750 ―

(2)未払金 12,299 12,299 ―

(3)リース債務(※) 26,699 26,699 ―

負債計 42,749 42,749 ―
 

(※)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。　

 

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　資　産

(1)現金及び預金、(2)売掛金、並びに(4)流動資産 その他(未収入金)

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)有価証券

これらの時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。なお、有価証券に関する注記

事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

 

　負　債

(1)買掛金、並びに(2)未払金

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)リース債務

ファイナンス・リース取引のリース資産総額に重要性が乏しいと認められるため、当該帳簿価額によっており

ます。

 

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

固定負債 その他(長期預り金)の貸借対照表計上額(16,120千円)は、家族会員の預託金であり、返済時期となる

退会時を予測することは不可能であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めて

おりません。
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当中間会計期間（平成28年９月30日）

          (単位:千円)

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 305,604 305,604 ―

(2)売掛金 25,795 25,795 ―

(3)有価証券 ― ― ―

(4)流動資産 その他(未収入金) 4,291 4,291 ―

資産計 335,691 335,691 ―

(1)買掛金 3,922 3,922 ―

(2)未払金 7,282 7,282 ―

(3)リース債務(※) 23,291 23,291 ―

負債計 34,496 34,496 ―
 

(※)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。　

 

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　資　産

(1)現金及び預金、(2)売掛金、並びに(4)流動資産 その他(未収入金)

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)有価証券

有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

　

　負　債

(1)買掛金、並びに(2)未払金

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)リース債務

ファイナンス・リース取引のリース資産総額に重要性が乏しいと認められるため、当該帳簿価額によっており

ます。

 
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

固定負債 その他(長期預り金)の中間貸借対照表計上額(15,260千円)は、家族会員の預託金であり、返済時期と

なる退会時を予測することは不可能であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含

めておりません。
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(有価証券関係)

１．満期保有目的の債券

　前事業年度(平成28年３月31日)

区分
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 30,005 30,021 15

合計 30,005 30,021 15
 

 
　当中間会計期間(平成28年９月30日)

　　該当事項はありません。

 
(デリバティブ取引関係)

 前事業年度(平成28年３月31日)

デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

 当中間会計期間(平成28年９月30日)

デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

(ストック・オプション等関係)

前中間会計期間、当中間会計期間ともに該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

前中間会計期間、当中間会計期間において関連会社に対する投資がないため、記載しておりません。

 

(資産除去債務関係)

前事業年度、当中間会計期間において資産除去債務関係については、以下のとおりです。

当社は賃借している土地の上に給水施設を建設しており、土地の賃貸借契約を解約した場合には原状回復義務

が付帯されておりますが、当該契約は、自動更新であり、かつ、ゴルフ事業以外の利用は不可能なことから契約

解除となる蓋然性が極めて低く、発生時期を合理的に見積ることが出来ないため計上しておりません。

 

(賃貸等不動産関係)

前事業年度、当中間会計期間ともに該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間会計期間 (自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

当社は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一事業であり、開示対象となる事業セグメント情報がないた

め、記載しておりません。

 

当中間会計期間 (自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日)

当社は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一事業であり、開示対象となる事業セグメント情報がないた

め、記載しておりません。

 

【関連情報】

前中間会計期間 (自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

当社は、ゴルフ事業による単一のサービス品であり、本邦以外の国との取引がなく、また、外部顧客への売上

高が、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

当中間会計期間 (自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日)

当社は、ゴルフ事業による単一のサービス品であり、本邦以外の国との取引がなく、また、外部顧客への売上

高が、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間会計期間 (自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

　　該当事項はありません。

 

当中間会計期間 (自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日)

　　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間会計期間 (自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

　　該当事項はありません。

 

当中間会計期間 (自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日)

　　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間会計期間 (自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日)

　　該当事項はありません。

 

当中間会計期間 (自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日)

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 

項目
前事業年度

(平成28年３月31日)
当中間会計期間

(平成28年９月30日)

(1) １株当たり純資産額   1,612,759円11銭  1,613,495円75銭

   (算定上の基礎)   

    中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産の部の
    合計額(千円)

2,257,862 2,258,894

    普通株式に係る純資産額(千円) 2,257,862 2,258,894

    普通株式の発行済株式数(株) 1,400 1,400

    １株当たり純資産の算定に用いられた
    普通株式の数(株)

1,400 1,400
 

 

項目
前中間会計期間

(自 平成27年４月１日
至　平成27年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成28年４月１日
至　平成28年９月30日)

(2) １株当たり中間純利益金額 21,231円82銭  736円64銭

   (算定上の基礎)   

   中間純利益金額(千円) 29,724 1,031

   普通株式に係る中間純利益金額(千円) 29,724 1,031

    普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 該当事項はありません。

    普通株式の期中平均株式数(株) 1,400 1,400
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 臨時報告書    
平成28年６月16日

東北財務局長に提出
 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。

 

(2)
有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

(第56期)

自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日
 

平成28年６月28日

東北財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

平成28年12月12日

株式会社　仙台カントリークラブ

取締役会　御中

 

監査法人 エムエムピージー・エーマック
 

 

代表社員

業務執行社員
公認会計士　　門　　傳　　基　　博　　㊞

業務執行社員 公認会計士　　久 保 田　　 　果　　 　㊞
 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社仙台カントリークラブの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第57期事業年度の中間会計期間(平

成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株

主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社仙台カントリークラブの平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平

成28年４月１日から平成28年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

(注) １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。

２. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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